
別紙３−１ 

「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について（改訂）」（令和２年

３月 26 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） の一部改正（新旧対照表） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに

備えた入院医療提供体制等の整備について（改訂） 

 

 「新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備

えた医療提供体制等の検討について（依頼）」（令和２年３月

６日付け事務連絡）において、いくつかの仮定を設定した上

で数理モデルに基づいて作成した新型コロナウイルス感染

症の流行シナリオ（以下「シナリオ」という。）に基づき、

国内で患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制の

確保のため、地域のピーク時の外来受診患者数、入院治療が

必要な患者数、重症者数を計算するための数式をお示しす

るとともに、ピーク時の医療需要の目安として御活用の上、

患者数が大幅に増えたときに備えた各地域の医療提供体制

について検討をお願いしたところである。 

 シナリオで示されるピーク時の医療需要に備えた入院医

療提供体制等の整備の考え方や施策について、先日、「新型

コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備え

た入院医療提供体制等の整備について」（令和２年３月 19日

付け事務連絡）でお示ししたところではあるが、地域の実情

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに

備えた入院医療提供体制等の整備について（改訂） 

 

 「新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備

えた医療提供体制等の検討について（依頼）」（令和２年３月

６日付け事務連絡）において、いくつかの仮定を設定した上

で数理モデルに基づいて作成した新型コロナウイルス感染

症の流行シナリオ（以下「シナリオ」という。）に基づき、

国内で患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制の

確保のため、地域のピーク時の外来受診患者数、入院治療が

必要な患者数、重症者数を計算するための数式をお示しす

るとともに、ピーク時の医療需要の目安として御活用の上、

患者数が大幅に増えたときに備えた各地域の医療提供体制

について検討をお願いしたところである。 

 シナリオで示されるピーク時の医療需要に備えた入院医

療提供体制等の整備の考え方や施策について、先日、「新型

コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備え

た入院医療提供体制等の整備について」（令和２年３月 19日

付け事務連絡）でお示ししたところではあるが、地域の実情
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に合わせてより柔軟に対応できるようにすべきとのご意見

があることから、今回、別添のとおり一部内容を改訂してお

示しする。貴職におかれては、別添の内容を参考に関係者と

協議の上、地域の実情に応じたピーク時に備えた入院医療

提供体制等の整備を早急に進めていただくようお願いす

る。その際には、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者

が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止

策、医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日付

け事務連絡。以下「対策移行の事務連絡」という。）の「５．

新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設置」

において設置された協議会で適宜協議いただきたい。 

また、現時点で患者が少数である地域においても、ピーク時

の医療需要に対応するため、今から体制整備を早急に進め

ていただくようお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に合わせてより柔軟に対応できるようにすべきとのご意見

があることから、今回、別添のとおり一部内容を改訂してお

示しする。貴職におかれては、別添の内容を参考に関係者と

協議の上、地域の実情に応じたピーク時に備えた入院医療

提供体制等の整備を早急に進めていただくようお願いす

る。その際には、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者

が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止

策、医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日付

け事務連絡。以下「対策移行の事務連絡」という。）の「５．

新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設置」

において設置された協議会で適宜協議いただきたい。 

また、現時点で患者が少数である地域においても、ピーク時

の医療需要に対応するため、今から体制整備を早急に進め

ていただくようお願いする。 

 さらに、対策移行の事務連絡において、「入院医療提供体

制」の対策の移行についてお示ししているが、今回、別添で

お示しするのは、入院医療提供体制の対策の移行が行われ

た（つまり、症状がない又は医学的に症状の軽い方は自宅で

の安静・療養を原則とした）後に、入院治療が必要な方への

入院医療提供体制等の整備のために、今から実施すべき準

備・対策の内容を具体的かつ詳細にまとめたものであり、対

策の移行が行われていない段階から別途、ピーク時を見据

えて検討・準備を進めておくべきであると考え、お示しする
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なお、別添の内容については総務省消防庁及び日本医師

会に協議済みであることを申し添える。 

 

（別添）「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増え

たときに備えた入院医療提供体制等の整備について（第２

版）」 

 

I. （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものである。そのため、別添で示した内容は、対策移行の事

務連絡に基づき現行の対策を移行させる必要があるかの検

討等とは別途、検討・準備すべきものである。 

なお、別添の内容については総務省消防庁及び日本医師

会に協議済みであることを申し添える。 

 

（別添）「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増え

たときに備えた入院医療提供体制等の整備について（第２

版）」 

 

I. 医療提供体制等を整備する際の基本的な事項について  

〇 新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えた際には、

新型コロナウイルス感染症患者への対応のみならず、他の

疾患等の患者への対応も勘案して地域全体の医療提供体制

の整備について検討する必要がある。そのため、新型コロナ

ウイルス感染症患者に限らず、地域で医療を必要とする方

へ適切な医療を提供するため、その地域の医療提供体制全

体について、関係者と協議しながら検討・整備を進めるこ

と。  

  

〇 新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に

ついては、病床の確保や患者の受入れ調整など、都道府県で

の対応を基本とする。そのため、都道府県は、保健所設置市
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及び特別区では感染者の把握を保健所設置市及び特別区を

中心に行っていることから市区町村（特に保健所設置市や

特別区）や、都道府県内で対応しきれない大規模発生を想定

して隣県と、適宜協議を行いつつ対応を行うこと。また、保

健所設置市及び特別区は新型コロナウイルス感染者の発生

や重症度、クラスターの発生などの情報について、都道府県

や、都道府県を通じて隣県へ早急に情報提供を行うこと。更

に、都道府県は、必要に応じて厚生労働省に相談や情報提供

を行うこと。  

  

〇 今回の医療提供体制整備については、新型コロナウイ

ルス感染症に対する医療体制だけでなく、その他の疾患に

対する医療体制も含めた医療提供体制を検討・整備する必

要があることから、感染症担当部局のみならず、医療提供体

制整備を担当している部局と合同で対応すること。  

  

〇 今後、全国の複数の地域で同時期に感染者が増大し、全

国的に医療需要が増加した場合には、都道府県域内で患者

を受け入れることを基本とするものの、新型コロナウイル

ス感染症患者で ECMO が必要となるような患者については、

都道府県域内の医療体制では対応しきれない場合には、都

道府県を超えた広域搬送を行うことから、そのことを想定

した搬送体制について、隣県と調整しながら検討すること。
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また、他の疾患の患者等においても同様に、重症管理が必要

な方以外については、基本的には都道府県域内で患者を受

け入れることを想定して医療提供体制を整備すること。  

  

〇 ただし、ある特定の都道府県で短期的に感染者が大幅

に増大する場合には、爆発的に増加する患者の対応を短期

集中的に行う必要があるため、上記に限らず都道府県を超

えた広域搬送を行うこととなるため、そのような場合も想

定して搬送体制についても隣県と調整しながら検討するこ

と。  

  

〇 また、専門性の高い医療従事者を集中的に確保すると

ともに、地域において新型コロナウイルス感染症患者を重

点的に受け入れることで十分な院内感染防止策を効率的に

実施しやすくなることから、新型コロナウイルス感染症患

者を重点的に受け入れる医療機関（以下「重点医療機関」と

いう）を各都道府県に設定する。重点医療機関については、

新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れるた

め、病棟単位や医療機関単位で新型コロナウイルス感染症

患者が入院する体制がとれる医療機関を設定することが望

ましい。  

  

○ 重点医療機関で多くの新型コロナウイルス感染症患者
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の受け入れが必要になった際には、重点医療機関に入院し

ている新型コロナウイルス感染症以外の患者を重点医療機

関以外の医療機関に転院・搬送することも考えられるため、

重点医療機関の設定については、地域の医師会や医療機関、

消防機関などの関係者と事前に十分な調整を行うこと。  

  

○ なお、新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者に

対しても十分な医療を提供する体制を維持することが必要

であるため、地域の医療資源の全体像を踏まえて、新型コロ

ナウイルス感染症患者も含めた医療を必要とする方に適切

に医療を提供できるよう体制整備を行うこと。  

  

〇 新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制の

整備については、都道府県は、市区町村、地域の医療機関や

消防機関などの関係者や地域医師会等の関係団体等と協議

しつつ対応すること。また、厚生労働省にも情報提供及び相

談を適宜行うこと。なお、関係者の情報共有の手段について

は、効率化を図れるよう調整を行う予定である。  

  

〇 なお、厚生労働省としても、各都道府県が医療提供体制

を整備するに当たって必要な技術的な助言や支援を適宜行

えるよう調整することとしている。また、外来診療体制や、

無症状者及び軽症者の自宅療養の考え方については、追っ
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Ⅱ．（略） 

 

III.（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てお示しする予定である。 

 

Ⅱ.（略） 

 

III. シナリオに基づくピーク時の医療提供体制の整備に

ついて  

〇 シナリオで試算を行うもののうち、「入院治療が必要な

患者（以下「入院患者」という。）数」と「重症者として治

療が必要な患者（以下「重症者」という。）数」について、

都道府県別の推計を行い、受入れの準備を行うこと。シナリ

オで推計される「入院患者」とは「持続的な酸素投与が必要

な肺炎を有する患者又は入院治療が必要な合併症を有する

患者」のことであり、「重症者」とは「集中治療室（ICU）等

での管理又は人工呼吸器管理が必要な患者」のことである。

なお、実際には、その患者の状態に基づき、医師が入院治療

や重症管理の要否を判断されるものであることに留意され

たい。  

  

〇 都道府県単位で、ピーク時の入院患者数及び重症者数

を算出した後は、まずは、県内の医療機関に手上げ形式で受

入れ人数を調整することも考えられるが、必要に応じて予

め都道府県内の医療機関へ、それぞれの受入れ患者数を割

当てるなど調整することによって、ピーク時の入院患者数
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及び重症者数が受け入れられるよう、都道府県は医療機関

との調整を行っておくこと。  

  

〇 なお、シナリオは公衆衛生上の対策を行っていない場

合の推計であり、各種対策を行うことでピーク時の入院患

者数等の減少やピーク時期を遅らせることができること、

一方で、大規模なクラスターが発生した場合には、シナリオ

で示した（疫学的関連性が把握できない程度に感染が拡大

した時点から概ね３カ月程度にピーク時が到来）以上に早

い速度で入院患者数等が爆発的に増加することも考えられ

ることに留意する必要がある。また、「重症者」については、

人工呼吸器による治療が必要な方や、ECMO が必要な方がい

るため、重症者の受入れ医療機関については、必要な治療や

医療機関の集中治療室の数、人工呼吸器及び ECMO の稼働可

能台数等を加味してそれぞれの重症者数等の割当てを実施

すること。  

  

〇 入院患者数等の割当て等、ピーク時の入院患者数及び

重症者数を受け入れるための調整については、病床・病室単

位で医療機関と調整を行うのみならず、医療資源の効率化、

特に専門性の高い医療従事者の確保の観点から、ある医療

機関は新型コロナウイルス感染症患者のみを受け入れるこ

ととする、又は、ある医療機関の病棟一つを新型コロナウイ
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ルス感染症患者のみを受け入れる病棟として確保すること

等（つまり重点医療機関の設定）も検討すること。 

  

１.  入院患者の受入れ医療機関の確保等について 

○ ピーク時の入院患者を受け入れるために必要な病床

数を、以下の順番で医療機関に割り当てること等によ

り、病床の確保を要請すること。受入れ要請の順番は目

安であり、各地域の実情に基づき、医療機関と十分に調

整の上、受入れ体制を整備する。重点医療機関の設定に

ついても、この順番を目安にして要請することが考えら

れる。 

   ① 全医療機関の感染症病床 

② 感染症指定医療機関の一般病床等及び「新型コロナ

ウイルス感染症患者等の入院病床の確保について（依

頼）」（令和２年２月 18 日健感発 0218 第１号・医政地

発 0218 第１号）に基づき新型コロナウイルス感染症

患者等を受け入れるための病床を確保した医療機関 

③ 新型インフルエンザ患者入院医療機関の中の協力

医療機関、公立・公的（※）医療機関 

 （※）指定（地方）公共機関である医療機関（独立行政

法人国立病院機構、日本赤十字病院、独立行政法人

労働者健康安全機構の病院等）又は公的医療機関等

（大学附属病院、公立病院、社会福祉法人恩賜財団
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済生会の病院等）で入院患者を優先的に受け入れる

体制の施設。 

④ ①～④以外の医療機関 

 

＜入院患者の受入れ要請を行う医療機関及び病床の順番の

目安＞ 

 感染症

指定医

療機関 

令和２年

２月 18 日

通知の医

療機関 

新型イ

ンフル

協力医

療機関 

公立・

公的医

療機関 

左記以

外の医

療機関 

感染症

病床 

① 

一般病

床等の

他の病

床 

② ②（※） ③ ③ ④ 

（※）そのうち、令和２年２月 18 日通知に基づき新規入

院制限を行っている病床を指す。 

 

〇 医療機関で必要な病床数を確保する際、医療機関単位

や病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる

重点医療機関を設定することも検討すること。そうするこ

とで、新型コロナウイルス感染症患者の治療に必要な専門
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性を有する医療従事者等を集約して、効率的に治療を実施

することが可能となる。  

  

〇 患者の治療に必要な人員や設備等の確保が可能であれ

ば、非稼働病床や開設許可前の医療機関を活用することも

検討すること。  

  

〇 また、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ病床を

確保するため、医師の判断により、他の疾患等の患者を、一

般病床、療養病床及び精神病床で受入れることも検討する

こと。  

  

〇 なお、上記のような実際に患者が発生した際の受入れ

医療機関への受入れの調整（患者が発生した際に、県内のい

ずれの医療機関から患者を受入れるのかの順番も含め）に

ついては、都道府県調整本部で実施する。  

  

〇 ピーク時の患者受入れ先を都道府県内の医療機関と調

整を行うものの、その医療機関は常に入院を制限して新型

コロナウイルス感染症患者の受入れのために受け入れ病床

を全て空床にして待機しているものではないため、地域の

感染状況を確認の上、今後要請される患者の受入れに備え

てその医療機関への新規入院制限の要請や他の疾患で入院
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している患者の受入れ先の調整を行っておくこと。そのた

めにも、患者が発生した際の受入れ医療機関の順番を決め

ておくことも想定される。  

  

〇 なお、「新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場

合の各対策の移行について」（令和２年３月１日付け厚生労

働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に

おいて、「地域での感染拡大により、入院を要する患者が増

大し、重症者や重症化するおそれが高い者に対する入院医

療の提供に支障をきたすと判断される場合」には、無症状者

及び軽症者の自宅での安静・療養を原則とすることとして

いるものの、仮に感染した場合に重症化しやすい方等と同

居している場合や部屋を分けるなど家庭内での感染防止策

を十分にとることができない場合には、活用可能な宿泊施

設等を利用することも検討すること。そうした場合の療養

マニュアル（仮称）については、追って示す予定である。  

  

2. 重症者の受入れ医療機関の確保等について 

○ 重症者については、特に治療体制の整った医療機関

（ICU 等）での受入れが必要なため、事前にピーク時の重症

者の受入れについて、十分に医療機関と調整を行うこと。 

 

○ また、重症者には人工呼吸器を必要とする者が含まれ
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ることから、人工呼吸器等の需要が増加することが見込ま

れるので、都道府県は、入院医療機関において必要な医療資

器材及び対応できる人員の確保状況を把握すること。 

 

○ 重症者の受入れ体制整備に当たっては、それぞれの医

療機関の診療体制を確認して、集中治療室での管理又は人

工呼吸管理が可能な医療機関に対し、受入れ病床数の割当

てを行うべきである。このとき、新型コロナウイルス感染症

患者の治療に必要な専門性を有する医療従事者等の確保と

感染対策の観点から、病棟単位で新型コロナウイルス感染

症の重症者の受入れ等も検討の上、割当てを行うこと。 

 

○ 感染症指定医療機関以外の集中治療室等を持つ医療機

関では、新型コロナウイルス感染症以外の重症者を積極的

に受け入れる等、地域で発生する救急患者や重症者の受入

れに支障を来さないよう、受入れの方針について地域全体

で事前に調整しておく必要がある。 

 

〇 重症者には、人工呼吸器を必要とする者だけではなく、

ECMO を必要とする患者も含まれる。ECMO については、一般

の人工呼吸器を使用する場合以上に専門性が高く、多くの

医療従事者の対応が必要となるため、これに留意して体制

整備を検討すること。 
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IV〜VI （略） 

 

〇 重症者の対応には、専門医や重症者の治療経験を持つ

看護師が当たる必要があるが、人員不足が見込まれるため、

専門医や重症者の治療経験を持つ看護師を中心としつつ一

般の医師や看護師を含めたチームを作る、ピーク時に向け

て研修を現時点から実施する、過去の経験者を導入すると

いった対応を行い、重症者を対応可能な体制を強化するこ

と。 

 

〇 なお、重症化リスクのある高齢者や基礎疾患を有する

者に対して、人混みを避けるなど、感染予防に十分に注意を

払うよう呼び掛けることで、重症者の発生をできるだけ抑

止していくことが何よりも重要である。 

 

IV〜VI （略） 

 


